
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和6 年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動ま人 るが一る

■ 事業の成果
・特定非営利活動法人るが―るの広報活動に従事し、ポランティア活動を中心に地域包括支援センター

や区民活動センターに出向き、それぞれの地域でのお悩み事などを高齢者から話を聞いたりNPD法人る

が―るの広報活動をさせていただきました。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 29,15 】千円)

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

事業費
(千円)

畿鍾|
対する取
み

と・

り組

中野区を中心に公園や
・

河川などの清掃を実施す
る
(翌年度より実施)

7月 1日

7月

31 日

東京都

中野区
10人
東京都

中野区民
50人 0

地域や学校で
のポランティ
ア
活動

学校行事や 自治会行事
(防災フェスタ)な どに
ボランティアスタツフと

k墨拿響まつ実施)

7月 1日

7月

31日

東京都

中野区
10人
東京都

中野区民
50人 0

サッカー活動

窪罠み庭農雄
持向上プログ
ラムの実施

サッ
サッ
験の
体験

カ

カ

実施

よ り

7月 1日

7月

31 日

東京都

中野区
10人
東京都

中野区民
50人 0

近隣字板や企
業 と協力 し職
業体験や雇用

3鐘暮お喜糧
化

近隣学校と地元企業を繋
ぎ、雇用の拡充・地域経済

9道昔l重繁劇 :燿認

7月 1日

7月

31日

東京都

中野区
10人
東京都

中野区民
:Ю 人 0

地元企業と協
力 し地域住民
の生活維持向
上の手助け

地域住民が悪毎業などに
合わないように困り事を

サモ2羹涯界茶習あ,兼
実島声す
る。(翌年度より

7月 1日

7月

31日

東京都

中野区
10人
東京都

中野区民
50人 29,15

定款
さ
事

に記載
れた
業名

長島 |

人数

)



書式第 13号 (法第28条関係)

令和6年度 活動計算書 (その他事業が上L場合)
事 業 報 告 用

特定,営利活■法人るが―る

■ mi

".1ロ地域の美化・環境汚染に対する取り|口み事業収益
地域や学校でのポランティア活動事業収益
サッカー活動の■及や地域住民の健康維持向上プログラムの実菫事黎収益
近●学校や企黎と協力し職彙体●や●用の拡充など地菫鷹済の活性化事彙収笙

",(Ю
Ю

受取補助金

受取利息

2

4

6

正会員受取会費
費助会員受取会費

受取寄附今
籠■奪受入評●益
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鶴 饂 )
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0
0
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7,920

24,970
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田

ｎ

）

5,237

101)

3.215

ι
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2

役員■翻
給料手当
遺層騰 付費用
福利厚生費

給料手当
役員報用
退轟綸付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

会■■
旅費交通費
鮨腱■評価費用
減●償却費
印刷晏本費
情■金

ι
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書式第 15号 (法第 28条関係)

令和6年度 貸借対照表
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 るが一る

現金預金
未収金

棚卸資産

498
0
0

“

).400

ユ 綱

ｎ

〕(1)有僣■定費壼
車両運搬具
什器備品

υ^

（υ

0(2)~鍋影■定資壼
ソフトウェア
借地権

(3)投資そ0●0貴腱
敷金
長期貸付金

2

30.400【A】 資 慶 合 計 ①+O

24,970
0

24.970

未払金

預 り金

ｎ

）

長期借入金
退職給付引当金

2

8-
正
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書式第17号 (法第 28条関係)

令和6年度 財産目録
事 業 報 告 用

活

嵐位 :円

ヨLi

0
3Q490

30,498現0::暑

需金μ 薔鮨預金

未収金
事業未ib`●

事業未収0

口卸贅直
販売用寄附輸出

■〕_`

1

i面運搬具
事彙用車両

什器●品
パソコン

(2,m菫 贅菫   ~
ノフトウェア
オペレーションシステム
文書●集ソフト

借地槽
事業所

(3)螢貴ギiO●0■■
敷金
0事業所

長期貸付●
銀行

2

|

||■

".翡
Ю【A】 責 壼 合 計 ①+②

24,97●

24.0■

24,970
未払0
7月 分離H0
社会保口科

薇り0
源泉薇収税

長劇借入金
銀行僣入金

退嗅綸付引当0
n員

2

24.071【B-1】 負 債 合 針 0+④

5.520【曰-2】 正 味 財 壼 合 針 【A】 ― 【B-11
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書式第 18号 (法第28条関係) 事 業 報 告 用

令和 6年度年間役員名簿 …
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特定非営利活■法人 るが一る

1理 露事項 (注諄20条及び第2■条t確日の上 チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

′

′

2 役員―贅

役 名
(フ リガナ) 歯事彙年度内

0●任燿ロ
籠■を受けた用ロ

●■●0みに■局
氏  名

理事
イイヌマ ナオユキ 2025年 5月 21日

2025年 7月 31日飯沼 直之

，

‘ 監事
カミオ リツコ 2025年 5月 21日

2025ヽ年7月 31日神尾律子

●
● 理事

カミオ ミツナリ 2025年 5月 21日

2025年 7月 31日神尾光成

‘
４ 理事

ニシヤマ ヨシヨ 2025:年 5月 21日

2025年7月 31日西山芳子

民

● 理事
ツツミマリコ 2025年 5月 21日

2025年 7月 31日堤 真理子

こ
９ 理事

ミツハシガク 2025年 5月 21日

2025年 7月 31日三橋 学
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書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)
設立 。事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法 が一

氏   名

1 飯沼 直之

2 神尾 律子  

3 神露 光成  

4 長原 広貴

5 青柳 憲昭

6 半沢 浩幸

7 神尾 愛理  

8 西山 芳子

9 ―橋 学

10 堤 真理子

11

12




